
 

新 潟 県柏 崎 市 住ま い 快 適リ フ ォ ーム 事 業 補助 金 交 付要 綱  

（ 趣 旨）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 民 が 快 適 に 安 心 し て 暮 ら せ る 居 住 環 境 の 維 持 及 び 向

上 を 図 り 、 本 市 へ の 移 住 定 住 の 促 進 を 目 的 と し て 、 住 宅 又 は 空 き 家 の リ フ

ォ ー ム 工 事 を 行 う 者 に 対 し 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ

の 交 付 に 関 し て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２

９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と

こ ろ によ る 。  

（ 定 義）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に定 め る とこ ろ に よる 。  

⑴  住 宅  市 内 に 存 す る 個 人 所 有 の 家 屋 で 、 所 有 者 本 人 又 は ２ 親 等 以 内 の

親 族 が 現 に 居 住 の 用 に 供 し て い る 家 屋 又 は 居 住 す る 予 定 の 家 屋 を い う 。

た だ し 、 こ の 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る リ フ ォ ー ム 工 事 の 施 工 後 に お い て 、

居 住 以 外 の 用 途 に 係 る 床 面 積 が 延 べ 面 積 の ２ 分 の １ 以 上 と な る 家 屋 を 除

く 。  

⑵  空 き 家  市 内 に 存 す る 個 人 所 有 の 家 屋 で 、 第 ５ 条 の 申 請 書 の 提 出 日 前

１ 年 以 上 に わ た り 居 住 者 が な い 家 屋 及 び 新 潟 県 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク 制 度

実 施 要 綱 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 告 示 第 ３ ５ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 に 定 め る 制 度 を 利

用 し て購 入 又 は貸 借 し た家 屋 を いう 。  

⑶  必 須 工 事  バ リ ア フ リ ー 化 工 事 、 省 エ ネ 化 工 事 、 耐 震 化 工 事 又 は 長 寿

命 化 工事 を い う。  

⑷  リ フ ォ ー ム 工 事  居 住 環 境 又 は 住 宅 機 能 の 維 持 及 び 向 上 の た め に 行 う

改 修 、 補 修 、 修 繕 、 一 部 増 築 又 は 模 様 替 え 等 の 工 事 で 別 表 第 １ に 掲 げ る

も の をい う 。  

⑸  補 助 対 象 工 事  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 工 事 を い い 、     

必 須 工 事 と そ れ ら に 併 せ て 行 う リ フ ォ ー ム 工 事 で 、 国 及 び 自 治 体 （ 本 市

を 含 む 。 ） の 他 の 助 成 金 又 は 補 助 金 の 併 用 を し て お ら ず 、 市 内 施 工 業 者

に よ っ て 行 わ れ 、 か つ 、 補 助 金 交 付 決 定 後 に 着 工 し 、 当 該 年 度 末 ま で に

補 助 金実 績 報 告書 を 提 出す る こ とが で き るも の を いう 。  

⑹  補 助 対 象 外 工 事  補 助 対 象 工 事 以 外 の 工 事 を い い 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る

も の をい う 。  



 

⑺  市 内 施 工 業 者  リ フ ォ ー ム 工 事 を 業 と し て 行 う 者 で 、 市 内 に 本 社      

を 有 する 法 人 又は 住 所 を有 す る 個人 事 業 主を い う 。  

⑻  子 育 て 世 帯  中 学 生 以 下 の 子 ど も が い る 世 帯 又 は 妊 娠 し て い る 者 が い

る 世 帯を い う 。  

⑼  若 者 世 帯  こ の 補 助 金 の 申 請 年 度 の ４ 月 １ 日 時 点 に お い て 、 世 帯 主 及

び そ の 配 偶 者 で 構 成 さ れ 、 か つ 、 い ず れ か が ３ ９ 歳 以 下 の も の で あ る 世

帯 を いう 。  

⑽  ２ 世 帯 住 宅 （ ３ 世 代 同 居 ） 世 帯  子 育 て 世 帯 と そ の 親 世 帯 等 が 同 一 の

一 戸 建 て 住 宅 に 同 居 し て い る 世 帯 又 は 実 績 報 告 書 の 提 出 ま で に 同 居 す る

予 定 の世 帯 を いう 。  

（ 補 助対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の

と す る。  

⑴  市内 に 住 所を 有 す るこ と 又 は住 所 を 有す る 予 定で あ る こと 。  

⑵  市税 又 は 居住 地 の 市区 町 村 税を 滞 納 して い な いこ と 。  

⑶  市内 施 工 業者 に よ るリ フ ォ ーム 工 事 を行 う 者 であ る こ と。  

⑷  この 補 助 金を 受 け たこ と の ある 者 で ない こ と 。た だ し 、過 去 に 別表 第

３ に 掲げ る 通 常分 の 補 助金 を 受 けた こ と があ る 者 のう ち 、 その 後 、 前条

第 ８ 号か ら 第 １０ 号 ま でに 掲 げ る子 育 て 世帯 、 若 者世 帯 又 は２ 世 帯 住宅

（ ３ 世代 同 居 ）に 該 当 する こ と とな っ た 場合 は 、 １回 に 限 り、 同 表 に掲

げ る 各補 助 金 額及 び 補 助上 限 額 から 算 出 され た 金 額の う ち 、通 常 分 の補

助 上 限額 を 差 し引 い た 補助 金 を 受け 取 る こと が で きる 。  

⑸  この 補 助 金の 対 象 とな っ た こと の あ る住 宅 に 居住 し て いる 者 で ない こ

と （ この 補 助 金の 対 象 とな っ た 年度 の 翌 年度 以 後 に当 該 住 宅を 購 入 した

者 を 除く 。 ） 。た だ し 、過 去 に 別表 第 ３ に掲 げ る 通常 分 の 補助 金 を 受け

た こ とが あ る 者の う ち 、そ の 後 、前 条 第 ８号 か ら 第１ ０ 号 まで に 掲 げる

子 育 て世 帯 、 若者 世 帯 又は ２ 世 帯住 宅 （ ３世 代 同 居） に 該 当す る こ とと

な っ た場 合 （ 前号 た だ し書 き の 規定 に 該 当し 補 助 金を 受 け た者 を 除

く 。 ）は 、 １ 回に 限 り 、同 表 に 掲げ る 各 補助 金 額 及び 補 助 上限 額 か ら算

出 さ れた 金 額 のう ち 、 通常 分 の 補助 上 限 額を 差 し 引い た 補 助金 を 受 け取

る こ とが で き る。  

 ⑹  空 き 家 リフ ォ ー ム工 事 の 補助 対 象 者は 、 リ フォ ー ム 工事 後 に 直ち に



 

居 住 を開 始 し 定住 す る こと 。  

（ 補 助金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 、 別 表 第 ３ に 定 め る 補 助 金 額 と し 、 そ の 額 に 千 円 未 満

の 端 数 が あ る 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

同 表 に 定 め る 加 算 区 分 に 応 じ 、 当 該 区 分 に 係 る 補 助 上 限 額 を 超 え た 場 合 は 、

当 該 区分 に 係 る補 助 上 限額 と す る。  

２  別 表 第 ３ の 補 助 基 本 額 は 、 補 助 対 象 工 事 か ら 別 表 第 １ に 掲 げ る 補 助 基 本

額 の 対 象 外 と な る 製 品 等 及 び 別 表 第 ２ に 掲 げ る 補 助 対 象 外 工 事 の 価 格 を 除

い た 額と す る 。  

（ 交 付申 請 ）  

第 ５ 条  規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 書 及 び 添 付 資 料 は 、 柏 崎 市 住 ま い

快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に よ る も の と す

る 。  

（ 交 付決 定 ）  

第 ６ 条  規 則 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 通 知 書 は 、 柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ

ォ ー ム事 業 補 助金 交 付 決定 通 知 書（ 別 記 第２ 号 様 式） に よ るも の と する 。  

（ 権 利譲 渡 の 禁止 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を

受 け る権 利 を 第三 者 に 譲渡 し 、 又は 担 保 に供 し て はな ら な い。  

（ 変 更交 付 申 請兼 実 績 報告 ）  

第 ８ 条  補 助 対 象 者 は 、 工 事 の 完 了 後 、 速 や か に 柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー

ム 事 業 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 兼 完 了 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り

事 業 を清 算 し 、市 長 に 提出 し な けれ ば な らな い 。  

（ 額 の確 定 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 は 、 速 や か に 内 容 を 審

査 し 、 適 正 と 認 め た と き は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 変 更 交 付 決

定 及 び 交 付 確 定 額 を 柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 補 助 金 変 更 交 付 決 定

通 知 書 兼 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付の 取 消 し）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 こ の 要 綱 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 補 助 金 の 交 付 の 全 部 又 は 一 部

を 取 り消 す こ とが で き る。  



 

⑴  偽り そ の 他不 正 の 手段 に よ り補 助 金 の交 付 の 決定 を 受 けた と き 。  

⑵  補助 金 の 決定 の 内 容又 は こ れに 付 し た条 件 に 違反 し た とき 。  

⑶  そ の 他 市 長 が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す べ き 事 由 が あ る と 認 め た

と き 。  

（ 補 助金 の 返 還）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消

し た 場 合 に お い て 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 当 該 補 助 金 に 相

当 す る金 額 の 全部 又 は 一部 を 返 還さ せ る こと が で きる 。  

 

（ そ の他 ）  

第 １ ２条  こ の要 綱 に 定め る も のの ほ か 必要 な 事 項は 、 市 長が 別 に 定め る 。  

附  則  

（ 施 行期 日 ）  

１  この 要 綱 は、 平 成 ３０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

 （ 経過 措 置 ）  

２  新 潟 県 柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ２ 年 １

２ 月 １ ７ 日 告 示 第 １ ６ １ 号 ） に よ る 支 払 に つ い て は 、 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 ３ １

日 ま での 間 は 、失 効 後 も、 な お その 効 力 を有 す る 。  

（ 失 効）  

３  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 補

助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ ０ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ の 効 力

を 有 する 。  

   附  則  

 こ の要 綱 は 、令 和 ２ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  

   附  則  

 こ の要 綱 は 、令 和 ３ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  

   附  則  

 こ の要 綱 は 、令 和 ５ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  

附  則  

 こ の要 綱 は 、令 和 ６ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  

附  則  

 こ の要 綱 は 、令 和 ７ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  



 

別 表 第１ （ 第 ２条 関 係 ）  

補 助 対象 工 事  

⑴  屋根 ・ 外 壁の 改 修 工事  

⑵  床、 内 壁 、天 井 、 柱、 は り 、扉 、 階 段等 の 工 事  

⑶  間取 り の 変更 、 防 音・ 断 熱 化工 事  

⑷  浴室 、 台 所、 ト イ レ等 水 回 りの 改 修 工事  

⑸  建具 、 畳 、窓 硝 子 、サ ッ シ 等の 工 事  

⑹  道路 に 面 する ブ ロ ック 造 、 組積 造 の 塀に 関 す る工 事  

⑺  上記 の ほ か住 宅 建 物に 関 す る工 事  

⑻  その 他 市 長が 認 め る工 事  

 た だし 、 次 の製 品 等 は、 補 助 基礎 額 の 対象 外 と する 。  

・ 家 電 製 品  そ の 金 額 に か か わ ら ず 、 テ レ ビ 、 フ ァ ン ヒ ー タ ー 、 冷 蔵

庫 、 食 器 洗 浄 器 、 電 子 レ ン ジ 、 オ ー ブ ン 、 炊 飯 器 そ の 他 こ れ ら の 製 品

に 類 する も の  

・ そ の 他 設 備 製 品  そ の 金 額 に か か わ ら ず 、 カ ー テ ン 、 ブ ラ イ ン ド 、 家

具 、 調度 品 そ の他 こ れ らの 設 備 、備 品 に 類す る も の  

・ そ の 他  上 記 の ほ か 単 体 で 機 能 を 発 揮 す る 製 品 等 で 、 設 置 が 簡 易 で あ

る 製 品及 び 市 長が 補 助 基礎 額 の 対象 外 と する 製 品  

※  併 用 住 宅 の リ フ ォ ー ム 工 事 に つ い て は 住 宅 部 分 を 補 助 対 象 工 事 と し 、 共

用 部 分 に つ い て は 住 宅 部 分 と 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 割 合 で あ ん 分 し 、 補 助

基 本 額を 算 出 する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 表 第２ （ 第 ２条 関 係 ）  

補 助 対象 外 工 事  

⑴  住宅 建 物 と同 一 の 建物 で な い部 分 に 関す る 工 事  

⑵  非住 宅 部 分の 工 事  

⑶  住 宅 に 付 随 す る 土 地 に お け る 倉 庫 、 車 庫 等 の 修 繕 又 は 補 修 に 関 す る

工 事  

⑷  住宅 建 物 の外 構 に 関す る 工 事（ 別 表 第１ ⑹ を 除く ）  

⑸  合併 処 理 浄化 槽 に 関す る 工 事  

⑹  井戸 に 関 する 工 事  

⑺  建物 の 解 体、 除 却 のみ を 行 う工 事  

⑻  県又 は 市 が実 施 す る他 の 制 度に よ る 補助 金 等 の対 象 と なる 工 事  

⑼  その 他 市 長が 補 助 対象 外 と する 工 事  

別 表 第３ （ 第 ４条 関 係 ）  

種類 加算区分 補助金額 補助上限額 

住 宅 リ

フ ォ ー

ム 工 事  

通 常 分  補 助 基 本 額

の １ ０ ０ 分

の ２ ０以 内  

１ ５ 万円  

子 育 て世 帯 又 は若 者 世 帯  補 助 基 本 額

の １ ０ ０ 分

の ２ ５以 内  

３ ５ 万円  

２ 世 帯住 宅 （ ３世 代 同 居） 世 帯  ４ ０ 万円  

空 き 家

リ フ ォ

ー ム 工

事  

市 内 転居  補 助 基 本 額

の １ ０ ０ 分

の ３ ０以 内  

５ ０ 万円  

県 内 他市 町 村 から の 転 入  ７ ０ 万円  

県 外 から の 転 入  １ ０ ５ 万

円  

加 算  子 育 て世 帯 又 は若 者 世 帯  ２ ０ 万円  

  


